
 

 

 

 

 

病 院 事 業 会病 院 事 業 会病 院 事 業 会病 院 事 業 会 計計計計    

 

－292－

－292－



議案第２１号 

 

令和７年度留萌市病院事業会計予算 

 

（総 則） 

第１条 令和７年度留萌市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１） 病床数                                         １４４床 

 （２） 年間患者数 

  入 院                                        ４４，２３８人 

  外 来                                       １０２，８５０人 

 （３） 一日平均患者数 

  入 院                                         １２１．２人 

  外 来                                         ４２５．０人 

 （４） 主な建設改良事業 

   器械及び備品等取得費                                 ２８７，３１６千円 

   施設設備等改修費                                １６４，６７０千円 
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（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収       入 

第１款 病院事業収益                              ５，１４１，００１千円 

第１項 医業収益                               ４，１４１，４３０千円 

第２項 医業外収益                                ９８９，３６９千円 

第３項 特別利益                                  １０，２０２千円 

 

支       出 

第１款 病院事業費用                              ６，０６８，００３千円 

第１項 医業費用                               ５，８７０，８６１千円 

第２項 医業外費用                                １９６，１４０千円 

第３項 特別損失                                       ２千円 

第４項 予備費                                    １，０００千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収       入 

第１款 資本的収入                               ２，５７９，２０２千円 

第１項 企業債                                ２，１５２，９００千円 

第２項 他会計出資金                               ２８７，２３５千円 

第３項 他会計補助及び負担金                           １２５，６０６千円 
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第４項 固定資産売却代金                                   １千円 

第５項 貸付金償還金                                   ２５０千円 

第６項 寄附金                                   １３，２１０千円 

支       出 

第１款 資本的支出                               １，１１７，０２２千円 

第１項 建設改良費                                ４５１，９８６千円 

第２項 企業債償還金                               ６４２，８２６千円 

第３項 投資                                    ２１，２１０千円 

第４項 予備費                                    １，０００千円  

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることのできる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

白衣等洗濯業務委託料 令和７年度から令和８年度まで ８，５７０千円 

寝具等取扱委託料 令和７年度から令和10年度まで ２９，３０４千円 

施設管理等委託料 令和７年度から令和10年度まで ３２３，１５１千円 

寝具借上料 令和７年度から令和10年度まで ６４，９４８千円 

　事　　　項 期 間 限 度 額

廃棄物収集運搬・処理委託料 令和７年度から令和８年度まで ３７，８４４千円 
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 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

限 度 額 利 率

千円

病院付帯施設
整備事業

１６４，６００

経営改善推進
事業債

１，７１７，１００

起 債 の 目 的 起債の方法 償 還 の 方 法

普 通 貸 借

　政府資金については、その融資
条件により、銀行その他の資金の
場合はその債権者との協定による
ものとする。
　ただし、企業財政の都合により
償還期限の変更、繰上償還又は低
利に借り換えすることができる。

医療用器械等
整備事業

２７１，２００

　　５．０％以内
（ただし、利率見直し方
式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率）

 

 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５，０００，０００千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出額の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１） 収益的支出の各項の予定支出額に不足が生じた場合、相互に流用することができる。 

 （２） 資本的支出の各項の予定支出額に不足が生じた場合、相互に流用することができる。 

 

－296－

－296－



 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ

の経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１） 職員給与費                                ３，０７５，０４６千円 

 （２） 交際費                                      ２，０００千円 

 

（他会計からの補助金） 

第10条 院内保育所運営費等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１６７，１５８千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第11条 たな卸資産の購入限度額は、５９９，７２４千円と定める。 

 

（重要な資産の取得及び処分） 

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

一式

　医療情報バックアップシステム 一式

器械及び備品
　磁気共鳴コンピュータ診断装置

種 類 名 称 数 量

　中央監視システム 一式

建物（附属設備）

　医療ガス配管設備 一式
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  令和７年３月４日提出 

 

                                       

                        留萌市長  中 西 俊 司    
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